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鎌 倉 市  

 

『鎌倉きらきら白書』から 

子どもが健やかに育つまち 
 

子育ての喜びが実感できるまち 
 

子育て支援を通してともに育つまち・鎌倉 
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計画の体系図 

基本理念 基本的な視点 基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 地域で子育てを支援するまちづくり 

２ 子どもと親が健康に暮らせるまちづくり 

 
 

子
ど
も
が
健
や
か
に
育
つ
ま
ち 

子
育
て
の
喜
び
が
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で
き
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子
育
て
支
援
を
通
し
て
と
も
に
育
つ
ま
ち
・
鎌
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３ 子どもが心身ともに健やかに学び育つ 

まちづくり 

６ 専門的な支援を利用しやすいまちづくり 

５ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ 

ランス）を実現できるまちづくり 

４ 子どもと子育てにやさしいまちづくり 

Ⅰ 健やかに育つ 

Ⅱ ともに育てる 

Ⅲ ともに育つ 
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主要施策 施策の方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－１ 子どもと親の健康の確保 

３－１ 次代の親の育成 

５－１ 多様な働き方のできる環境の整備 

相談事業における連携の強化、身近で気軽に相談できる仕組

みづくり 

ライフステージに応じた情報提供の充実、父親に対する情報

提供の充実、あらゆる手段や機会を通じた情報発信 など 

地域でお互いに助け合う仕組みづくり、親子で集え、地域で

交流できる機会の充実、様々な支援サービスの充実 

多様化する保育ニーズへの対応、保育の質の向上 

１－１ 情報提供の充実 

１－２ 相談体制の充実 

 
１－３ 地域における子育て支援サービスの充実 

 

１－４ 保育サービスの充実 ※ 

 

 

２－２ 食育の推進 

２－４ 安心して生み育てられる医療体制の充実 ※ 

５－２ 仕事と子育ての両立の推進 ※ 

 

３－２ 学校の教育環境の充実 

３－３ 家庭や地域の子育て力の向上 

４－１ 良好な生活環境の整備 

４－２ 安全・安心まちづくりの推進 ※ 

４－３ 子どもや親子の居場所づくりの推進 ※ 

 

子育て家庭に対する経済的な支援 

利用者の視点に立った健診等の実施、妊産婦期における育児

不安の軽減 

計画に基づく食育の推進 

喫煙や飲酒、薬物乱用の防止、健康づくりや性に関する正し

い知識の普及 

小児医療体制の充実、産科医療体制の充実 

乳幼児等との世代間交流の仕組みづくり、男女共同参画に関

する意識啓発 

基礎学力の向上、地域特性を生かした教育環境の整備、障害

のある生徒に対する教育環境の充実 など 

 地域での見守り体制の強化、世代間交流の仕組みづくり、地

域の人との交流の機会の充実 など 

子どもが健全に育つ環境づくりの充実、情報モラル教育の充

実 

ユニバーサルデザイン・バリアフリー化の推進、市営住宅の

確保、憩いの場、遊び場の整備 など 

 地域における見守り活動等への支援の充実、防犯・防災に関

するネットワークづくり など 

２－３ 思春期保健対策の充実 

１－５ 子育て支援のネットワーク体制の充実 

 

 
１－６ 経済的支援の充実 

 

 

６－２ ひとり親家庭への支援の充実 

 

 
６－３ 障害のある子どもとその家族への支援の充実 

 

関係機関等の連携強化・協働、庁内における関係各課の連携

強化 

子どもの居場所づくり、親子で集える場所の充実、子育て中

の気持ちを共感しあえる機会の提供 

 ワーク・ライフ・バランスに向けた意識改革の推進、ライフ

ステージに応じた就労支援 など 

 仕事と家庭における男女平等な責任の両立、保育サービスの

充実 

児童虐待の早期発見・早期対応、相談窓口や児童虐待防止ネ

ットワークの充実 など 

母子・父子家庭への適切な支援 

障害のある子どもに対する預かりサービスの充実、発達障害の

ある子どもへの支援 など 

６－１ 児童虐待等の防止対策と支援の充実 

３－４ 子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

※印は重点取組みを推進するための施策です（重点施策） 
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計画の趣旨 

「鎌倉市次世代育成きらきらプラン」は、平成15年７月に成立した「次世代育成支

援対策推進法」に基づき策定するものです。 

 

計画の期間  

この計画は、次世代育成支援対策推進法により、５年ごとに策定することとされて

います。また、法は10年間の時限立法であることから、計画期間は10年間で、平成17

年度を初年度とし、平成21年度までの５年間を前期、平成22年度から平成26年度まで

の５年間を後期としており、現在の計画は後期計画にあたるものです。 

 

H17 年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 

 

 

 

 

    

 

 

 

見直し 

     

 

計画の考え方 

鎌倉市では、次世代育成きらきらプランの基本理念達成のため、 

   ３つの視点から基本目標や施策を設定し、計画を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 鎌倉市次世代育成きらきらプランや鎌倉きらきら白書について、詳しくは 

ホームページをごらんください。 

http://city.kamakura.kanagawa.jp/kodomokyoku/jisedai/jisedai-top.html 

 

 

健やかに育つ 

  子どもが健やかに育つまち 

    子育ての喜びが実感できるまち 

      子育て支援を通してともに育つまち・鎌倉  

ともに育てる ともに育つ 

基本理念 

前期計画 

後期計画 
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○重点取組みの推進状況 

 

 

 

 

 

【推進状況】 

保育園の新設や施設整備などにより、平成 22 年４月に比べて、平成 23 年４月には、２

施設、定員で 230 人の増となり、待機児童数も 44 人で、13 人減となりました。（表１・図

１）その他の保育サービスについても引き続き実施しました。（表２） 

 また、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）において、男女がともに子育て

と仕事を両立できる社会を目指し、イベントやフォーラム、セミナーなどの実施及び情報

誌「パスポート」を発行し、男女共同参画社会についての啓発に努めました。 

 

■ 表１ 認可保育所の定員数・入所児童数等の推移 （受託児含）■ 

 

 

 

区  分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

保育所数 15 16 16 17 17 17 19 

定員数（人） 1,315 1,375 1,411 1,506 1,536 1,642 1,872 

 入所児童数（人） 1,364 1,442 1,484 1,602 1,669 1,787 1,995 

 0～5歳人口（人） 7,830 8,042 8,072 8,094 8,121 8,120 8,185 

入所率（％） 103.7 104.9 105.2 106.4 108.7 108.8 106.6 

利用率（％） 17.4 17.9 18.4 19.8 20.6 22.0 24.4 

（１）保育環境の充実につとめます 

重点取組み 
 
鎌倉市次世代育成きらきらプラン（後期計画）では、鎌倉市次世代育成支援に関す

るニーズ調査や市民・団体別懇談会、鎌倉市次世代育成支援対策協議会等において寄

せられた意見・要望を踏まえ、次の３点をについて今後５年間に重点的に取組むべき

こととして位置づけています。 

重点施策１－４ 保育サービスの充実 

    ５－２ 仕事と子育ての両立の推進 

 

※入所率は、定員に占める入所児童数の比率を示し、利用率は、０～５歳の人口に占める入所児童数の比率を示す。 
資料：保育課 各年度４月１日現在 

29
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■ 図１ 待機児童数の推移 ■ 
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■ 表２ 後期計画策定時からの保育環境の推移と目標値 ■  

事業名 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 
目標値 

（平成 26年度） 

通常保育事業 

（1-4-1） 

認可保育所受入数 

1,669人 1,787人 1,995人 ※1,827人 

特定保育事業 

（1-4-7） 
一時預かり事業にて対応 

延長保育事業 

（1-4-2） 17か所 17か所 17か所 19か所 

夜間保育事業 

（1-4-3） 未実施 未実施 未実施 検討 

休日保育事業 

（1-4-4） 2か所 2か所 2か所 2か所 

病後児保育事業 

（1-4-5） 1か所 1か所 1か所 1か所 

一時預かり事業 

（1-4-6・1-3-9） 9か所 9か所 9か所 9か所 

放課後児童健全

育成事業

（1-4-13・5-2-4  

子どもの家）  

16か所 

定員数 655人 

16か所 

定員数 655人 

16か所 

定員数 655人 

16か所 

定員数 670人 

 

 

※ 通常保育事業について、平成 23 年度に既に目標値を上回っていますが、待機児

童の解消には至っていない状況であるため、待機児童ゼロを目指し、平成 23年度中

に作成予定の保育計画において目標値の見直しを図ってまいります。 

 

 【今後の取組み】  

  保育サービスのうち、家庭的保育（保育ママ）について、事業開始に向けて実施希望

者の募集及び研修等を行い、平成 23年度中の実施を目指します。 

 

 

 

 

資料：保育課・青少年課 各年度４月１日現在 
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【推進状況】 

地域での親子の居場所に、子育て支援センターやつどいの広場があります。それぞれ地

域により異なりますが、昨年度に比べ利用者人数は増加しています。（表３・４）つどいの

広場については、七里ガ浜・植木・玉縄の子ども会館で昼食時の飲食が可能となり、昼食

をはさみ、継続して利用することができるようになりました。 

また、七里ガ浜東地区を対象として街区公園再整備のワークショップを開催し、七里ガ

浜東地区の公園についてバリアフリー化など整備を行いました。 

 

■表３ 子育て支援センター利用状況■（年間利用者延人数）    

会 場（開所年月） 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

鎌倉子育て支援センター 9,842人 8,938人 10,953人 

大船子育て支援センター 12,677人 12,085人 13,055人 

深沢子育て支援センター 7,726人 7,781人 7,625人 

平 均 10,082人 9,601人 10,544人 

 

■表４ つどいの広場利用状況■（保護者＋児童の 1日平均利用者数） 

会 場（開所年月） 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

七里ガ浜子ども会館（H19.9～） 10.25人 7.8人 11.12人 

植木子ども会館（H20.7～） 25.28人 21.35人 30.18人 

玉縄子ども会館（H20.7～） 20.49人 24.59人 35.03人 

腰越行政センター（H21.7～） ― 24.00人 18.51人 

平 均 18.67人 19.44人 23.71人 

 

【今後の取組み】 

子育て支援センター及びつどいの広場において、県派遣によるミニイベントを開催しま

す。 
青尐年会館を利用した若者たちの居場所作りを検討します。 

梶原子ども会館の有効活用について平成 24年度実施を目指し検討します。 

  

（２）市民ニーズにあった居場所を整備します 

重点施策４－３ 子どもや親子の居場所づくりの推進 
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【推進状況】 

 子育て施設の巡回やその周辺のパトロールを日常的にパトロールすることにより、犯罪

を抑制することを目的としたこども安全パトロールや、防犯アドバイザーによる地域防犯

パトロール、下校時の見守り活動等を実施しました。 

 子どもを対象とした不審者事案件数については、平成 21年に比べ、10件減尐しました。  

 また、防犯アドバイザーが警察署、神奈川県（くらし安全指導員）など関連機関と連携

して未就園児や小学校低学年を対象とした誘拐連れ去り防止教室など、身を守るための方

法等を教える防犯教室を実施しました。市立小学校においては、児童安全指導も実施しま

した。（表５） 

 また、平成 21年 2月に開設した鎌倉市医師会立産科診療所「ティアラかまくら」への運

営支援を引続き行い、分娩数が増加しています。（表６） 

 

■表５ 鎌倉市内発生の不審者事案件数■（地域別発生件数） 

 内容 鎌倉 腰越 深沢 大船 玉縄 合計 

平成 21年 不審者・声かけ 9 1 5 7 8 30 

露出等変質者 2 3 0 3 1 9 

平成 22年 不審者・声かけ 5 2 3 1 2 13 

露出等変質者 2 2 1 8 3 16 

 

 

■表６ ティアラかまくら運営状況■ 

 分娩数 外来・妊婦検診等 

平成 21年度 235件 延 5,684件 

平成 22年度 322件 延 7,010件 

 

【今後の取組み】 

こども安全パトロールについて、従来の子育て支援施設の巡回及び周辺のパトロール

に特化するのではなく、地域の防犯活動の推進を図る視点から事業を進めていきます。

また、防犯アドバイザーによる子ども関連施設での防犯に関する相談や助言、防犯教室

の開催などの機会を充実させ、さらなる、安全で安心して暮らせるまちづくりの推進を

図ります。 

（３）安心・安全を感じられる環境づくりを推進します 

重点施策２－４ 安心して産み育てられる医療体制の充実 

    ４－２ 安全・安心まちづくりの推進 

 

資料：安全安心推進課 各年 1月 1 日～12月 31日 

資料：市民健康課 
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○基本目標１～６の推進状況 

基本目標１ 地域で子育てを支援するまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標２ 子どもと親が健康に暮らせるまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜推進状況（事業抜粋）＞ 

【「かまくら子育てナビきらきら」の発行 1-1-2】  

 妊娠中から就学前までの子どもの子育て 

に役立つよう子育て支援情報誌を発行。 

発行部数を 12,000部に増刷し、配布場所 

も平成 21年の 64か所から 106か所に増加 

しました。 

【「こどもと家庭の相談室」の実施 1-2-2】 

 子どもと家庭の福祉並びに児童虐待に関 

する第一義的相談窓口として幅広い相談の 

受付を行います。平成 22年度から、夜間 

相談、土曜相談、訪問相談を開始しました。 

【父と子の里山体験（22新規） 1-3-23】 

 父（母）と子の親子参加型で、谷戸の雑木林の管理に親しんでもらおう

と、紀の伐採や下草刈り、槙割り、かまどおこしなどの体験を一緒に行い

ます。平成 22年度は、11、12、２月に実施しました。 

＜推進状況（事業抜粋）＞ 

【予防接種 2-1-5】  

 感染性疾病を未然に予防し、子ども一人ひとりの健やかな成長を図るた

め、予防接種の適切な実施に努めます。平成 22 年は、BCG・DPT・麻疹・

風疹・DT・日本脳炎・ヒブ・肺炎球菌・子宮頸がん（個別接種）など 70

医療機関で実施しました。 

【感染症予防の啓発 2-1-9】 

 感染症予防のため、流行が予測される感染症について、予防啓発に努め

ます。平成 22 年度は、ノロウイルスパンフレットと、食中毒予防パンフ

レットを交付しました。 

【思春期相談体制の充実 2-3-1】 

 平成 22 年度からスクールソーシャルワーカー（県事業）を導入し、問

題を抱える児童生徒のために環境への働きかけや、関係機関とのネットワ

ーク構築など相談体制の充実を図りました。 

＜かまくら子育てナビきらきら＞ 
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基本目標３ 子どもが心身ともに健やかに学び育つまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標４ 子どもと子育てにやさしいまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜推進状況（事業抜粋）＞ 

【学習情報の収集と提供 3-1-1】  

 市民の多様な学習ニーズに対応するため、生涯学習情報誌「鎌倉萌」を

毎月 10,000部発行し、幅広い学習情報の提供を行いました。 

【景観セミナー等の開催 3-2-24】  

 親子景観セミナー「極楽寺駅から鎌倉文学館までをタウンウォッチン

グ」を開催し、23 組 52 名の親子が参加しました。また、景観出前講座を

市内の高校で１回実施しました。 

【ブックスタート 3-3-1】 

 ６か月児育児教室において、絵本の 

入ったブックスタートパックを贈呈し、 

絵本の読み聞かせの仕方などのアドバ 

イスを行いました。 

＜推進状況（事業抜粋）＞ 

【駅施設の整備 4-1-7】  

 公共交通事業者と連携して、駅施設のバリアフリー化を推進し、湘南モ

ノレール西鎌倉駅がバリアフリー化されました。 

【防犯教室の開催 4-2-6】  

 子ども関連施設において、警察等と連携し不審者侵入対策訓練や、誘拐

連れ去り防止教室など実施しました。 

【スクールゾーンの安全対策 4-2-16】 

 交差点内、歩行空間のカラー化等の対策を 14小学校区で実施しました。 

【子育てサロン 4-3-9】 

 児童の健全育成のために、主任児童委員が中心となり、未就学児を対象

に小地域でサロン活動を行っています。 

＜ブックスタートパック＞ 
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基本目標５ 仕事と生活の調和（ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ）を実現できるまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標６ 専門的な支援を利用しやすいまちづくり 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜推進状況（事業抜粋）＞ 

【育児休業制度の普及・啓発活動 5-1-1】  

 育児休業制度の普及・啓発を図り、男女共に育児休業制度を活用できる環

境づくりに努めました。 

【父親への育児支援 5-2-2】  

 父親が育児の知識や技術を身に付ける機会を提供するため、各種教室、講

座を開催しました。また、父子健康手帳の交付を行いました。 

＜推進状況（事業抜粋）＞ 

【児童虐待防止の啓発 6-1-2】  

 小中学校の児童・生徒に「子どもの人権ＳＯＳ 

ミニレター」及び「子どもの人権 110番周知カー 

ド」を配布し、児童虐待防止を啓発しました。 

また、広報かまくらやホームページ、ＦＭかま 

くら、ＫＣＴＶなどのメディアの活用や、パンフ 

レットの配付、ポスターの掲示など、啓発活動を 

行いました。 

【ひとり親家庭相談 6-2-1】  

 ひとり親家庭の自立や求職等の悩みを解決する 

ため、母子自立支援員等による相談を実施し、平 

成 22年度の相談件数は 735件でした。また母子自 

立支援員等の資質の向上により相談内容の充実を図 

りました。 

【５歳児すこやか相談 6-3-20】 

 発達障害を含む特別な支援が必要な子どもの早期発見と支援を目的と

して市内公立保育園、民間保育園、幼稚園のうち９園で実施しました。 

＜児童虐待防止推進

月間ＰＲポスター＞ 
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主要施策２－１ 子どもと親の健康確保 

2-1-1 親子健康教育 

2-1-2 妊婦及び乳幼児健康診査 

2-1-3 親子健康相談 

2-1-4 家庭訪問 

2-1-5 予防接種 

2-1-6 健診後のフォロー体制づくり 

2-1-7 不妊相談の周知 

2-1-8 上級・普通救命講習 

2-1-9 感染症予防の啓発 

主要施策２－２ 食育の推進 

2-2-1 学校における食育の推進 

2-2-2 親と子の食生活体験学習の開催 

2-2-3 離乳食教室の開催 

2-2-4 栄養相談・栄養指導の実施 

 

2-2-5 乳幼児健診の場を通じた情報提供 

2-2-6 保育所における食育の推進 

2-2-7 かまくら食育クラブ員の活動支援 

2-2-8 成長･発達にあわせたはたらきかけ 

2-2-9 食育の啓発 

主要施策２－３ 思春期保健対策の充実 

2-3-1 思春期相談体制の充実 

2-3-2 親に対する思春期理解への支援 

2-3-3 学校における思春期教育の充実 

2-3-5 児童・生徒理解研修会の実施 

主要施策２－４ 安心して生み育てられる医療体制の充実 

2-4-1 小児救急医療体制の充実 

2-4-2 小児緊急医療支援 

2-4-3 かかりつけ医の確立 

2-4-4 産科診療所運営への支援 

 

計画事業及び市民活動事業一覧表 

 

 

 
 

主要施策１－１ 情報提供 

1-1-1 かまくら子育てメディアスポットの充実 

1-1-2 「かまくら子育てナビきらきら」の発行 

1-1-3 父子健康手帳 

主要施策１－２ 相談体制の充実 

1-2-1 地域子育て相談体制 

1-2-2 「こどもと家庭の相談室」の開設（重複） 

1-2-3 各種相談体制の充実及び連携 

1-2-4 育児相談及び講演会 

1-2-5 地域の民生委員児童委員、主任児童委員の活動 

主要施策１－３ 地域における子育て支援サービスの充実 

1-3-1 子ども会館（重複） 

1-3-2 子育て支援センターの充実（重複） 

1-3-3 保育所における地域育児センター活動 

1-3-4 つどいの広場（重複） 

1-3-5 市主催事業における託児サービス 

1-3-6 ファミリーサポートセンター事業（重複） 

1-3-7 在宅子育て家庭支援 

1-3-8 空き店舗を活用した保育サービス等提供施設 

の設置支援 

1-3-9 一時預かり事業（重複） 

1-3-10 短期入所生活援助（ショートステイ）事業 

1-3-11 トワイライトステイ事業 

1-3-12 子育て支援行事等の開催 

1-3-13 子育て親子講座 

1-3-14 保育所のホール等を活用した地域での子育て支援 

1-3-15 地域開放 

1-3-16 幼稚園における学童保育 

1-3-17 青空自主保育 

1-3-19 子育て支援の分かち合い 

1-3-20 子育て支援グループの連携と交流 

   一日冒険遊び場・講座等の子育て支援行事の開催等 

1-3-21 子育てサロン 

1-3-22 里山冒険遊び場 

●1-3-23 父と子の里山体験 

○1-3-24 こども里山一日体験 

 

主要施策１－４ 保育サービスの充実 

1-4-1 通常保育事業 

1-4-2 延長保育事業 

1-4-3 夜間保育事業 

1-4-4 休日保育事業 

1-4-5 病後児保育事業 

1-4-6 一時預かり事業（重複） 

1-4-7 特定保育事業 

1-4-8 低年齢児保育 

1-4-9 統合保育（障害児保育）（重複） 

1-4-10 保育園児の健康管理 

1-4-11 送迎保育ステーション 

1-4-12 保育サービス評価 

1-4-13 子どもの家（重複） 

1-4-14 障害児のための子どもの家の受入れ（重複） 

1-4-15 公立保育所の拠点化 

1-4-16 保育施設の整備・活用 

1-4-17 家庭的保育 

1-4-18 公共施設等を活用した保育サービスの提供 

1-4-19 預かり保育 

1-4-20 幼稚園児の健康管理 

主要施策１－５ 子育て支援ネットワークの充実 

1-5-1 ネットワークの促進 

1-5-2 地域福祉活動  

主要施策１－６ 経済的支援の充実 

1-6-1 私立幼稚園等就園奨励費補助金の交付 

1-6-2 ひとり親家庭の家賃の助成（重複） 

1-6-3 小児医療費助成 

1-6-4 ひとり親家庭の医療費の助成（重複） 

1-6-5 障害者医療費助成（重複） 

1-6-6 就学援助 

1-6-7 子ども手当 

1-6-8 児童扶養手当（重複） 

1-6-9 特別児童扶養手当（重複） 

1-6-10 ひとり親家庭等児童の大学進学支度金（重複） 

1-6-11 遺児卒業祝金贈呈 

1-6-12 知的障害児通園施設利用支援（重複） 

基本目標１ 地域で子育てを支援するまちづくり 

基本目標５ 仕事と子育てが両立できるまちづくり ●…平成 22年度新規事業  ○…平成 23年度新規事業  斜体字 ･･･市民活動事業   
（重複）… 様々な課題にまたがる事業   

主要施策１ 地域で子育てを支援するまちづくり 

 

基本目標２ 子どもと親が健康に暮らせるまちづくり 
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主要施策３－１ 次代の親の育成 

3-1-1 学習情報の収集と提供（重複） 

3-1-2 性（命）の尊重、男女平等についての啓発 

3-1-3 小学生と保育園児・幼稚園児の交流（重複） 

3-1-4 中学生と保育園児・幼稚園児の交流（重複） 

3-1-5 道徳教育での啓発 

3-1-6 特別活動での啓発 

主要施策３－２ 学校の教育環境の充実 

3-2-1 環境教育の推進 

3-2-2 学校評議員制度 

3-2-3 世代間交流 

3-2-4 教育相談事業の充実 

3-2-5 幼児教育に関する研究・研修 

3-2-6 心の教育の推進・道徳教育の充実 

3-2-7 国際社会への対応 

3-2-8 情報化社会への対応 

3-2-9 小学生と保育園児・幼稚園児の交流（重複） 

3-2-10 中学生と保育園児・幼稚園児の交流（重複） 

3-2-11 各種育成行事 

3-2-12 安全で快適な学校教育環境の整備 

3-2-13 体験学習の推進 

3-2-14 かまくら子ども議会の開催 

3-2-15 個に応じた指導の充実 

3-2-16 読書活動の推進 

3-2-17 各種補助員・介助員の派遣 

3-2-18 ごみの発生抑制及び減量化、資源化啓発事業 

3-2-19 幼児教育の振興 

3-2-20 里山体験学習 

   3-2-21 幼稚園教諭の資質の向上 

●3-2-22 高校生のための国際理解事業 

●3-2-23 景観セミナー等の開催 

○3-2-24 ようこそ先達事業 

 

主要施策４－１ 良好な生活環境の整備 

4-1-1 歩道の整備 

4-1-2 生活道路の整備促進 

4-1-3 交通環境の検討 

4-1-4 庁内のバリアフリー化の推進 

4-1-5 公園・緑地の整備促進（重複） 

4-1-6 緑地の確保 

4-1-7 駅施設の整備 

4-1-8 住宅施策の推進 

4-1-9 まちづくり活動の支援 

4-1-10 市営住宅の整備促進 

主要施策４－２ 安全・安心まちづくりの推進 

4-2-1 防犯灯管理費補助金の交付 

4-2-2 防犯対策の充実 

4-2-3 自主防犯パトロール活動の推進 

4-2-4 学校と警察の連携の強化（重複） 

4-2-5 児童安全指導の開催 

4-2-6 防犯教室の開催 

4-2-7 関係機関、団体との協議会設立 

4-2-8 防犯体制の充実 

 

 

主要施策３－３ 家庭や地域の子育て力の向上 

3-3-1 ブックスタート事業 

3-3-2 子育て支援センターの充実（重複） 

3-3-3 生涯学習施設の提供 

3-3-4 育児教室 

3-3-5 両親学級 

3-3-6 地域での子どもの参画活動 

3-3-7 子どものスポーツの育成 

3-3-8 子ども会館・子どもの家における健全育成 

3-3-9 学校開放の推進 

3-3-10 青尐年指導者の活動支援 

3-3-11 小学生リーダー・ジュニアリーダーの育成 

3-3-12 若者たちが育ち合う場の創設（重複） 

3-3-13 学習情報の収集と提供（重複） 

3-3-14 各種育成事業 

3-3-15 総合型地域スポーツクラブの育成 

3-3-16 保育所の地域子育て支援 

3-3-17 放課後子ども教室（重複） 

3-3-18 放課後子どもプラン（重複） 

3-3-19 スポーツ活動の促進 

3-3-20 多世代交流地域共同拠点の創設（重複） 

3-3-21 「市長への手紙（子ども版）」の設置 

3-3-22 青尐年健全育成活動 

3-3-23 家庭と地域の教育力活性化セミナー 

3-3-24 鎌倉てらこや事業 

3-3-25 一日深沢プレーパーク 

3-3-26 青尐年の体験学習活動 

3-3-27 助成事業 

3-3-28 てらハウス事業 

3-3-29 お泊り里山体験 

主要施策３－４  子どもを取り巻く有害環境対策の推進  

3-4-1 青尐年健全育成に関する啓発 

3-4-2 街頭指導活動の推進 

3-4-3 社会環境実態調査及び有害図書類等区分陳列 

   調査の実施 

3-4-4 学校と警察の連携強化（重複） 

4-2-9 防犯に関する普及啓発活動の実施 

4-2-10 事件・事故等緊急対応のポイントの作成・配布 

4-2-11 保護者と地域の連携による防犯活動の推進 

4-2-12 防犯ブザーの配付 

4-2-13 学校警備員の配置 

4-2-14 こども安全パトロール員の巡回 

4-2-15 交通安全教室の開催 

4-2-16 スクールゾーンの安全対策 

4-2-17 幼稚園の安全対策 

4-2-18 幼稚園におけるメールシステムの活用 

主要施策４－３ 子どもや親子の居場所づくりの推進 

4-3-1 子ども会館（重複） 

4-3-2 子育て支援センターの充実（重複） 

4-3-3 つどいの広場（重複） 

4-3-4 若者たちが育ち合う場の創設（重複） 

4-3-5 放課後子ども教室（重複） 

4-3-6 放課後子どもプラン（重複） 

4-3-7 多世代交流地域共同拠点の創設（重複） 

4-3-8 公園・緑地の整備促進（重複） 

4-3-9 子育てサロン（重複）  

基本目標３ 子どもが心身ともに健やかに学び育つまちづくり 

 

基本目標４ 子どもと子育てにやさしいまちづくり 
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主要施策５－１ 多様な働き方のできる環境の整備 

5-1-1 育児休業制度の普及・啓発活動 

5-1-2 就労環境開演への支援 

5-1-3 就労情報の提供 

5-1-4 育児休業対策に要する費用への資金融資環境の整備 

5-1-5 「鎌倉市職員子育てサポートプラン」の推進 

主要施策５－２ 仕事と子育ての両立の推進 

5-2-1 男女共同参画社会づくり 

5-2-2 父親への育児支援 

5-2-3 ファミリーサポートセンター事業 

5-2-4 子どもの家 

5-2-5 各種保育サービス 

 

主要施策６－１ 児童虐待等の防止対策と支援の充実 

6-1-1 「子どもの権利条約」の周知 

6-1-2 児童虐待防止の啓発 

6-1-3 虐待の早期発見と予防 

6-1-4 「こどもと家庭の相談室」の実施 

6-1-5 自動虐待防止ネットワーク組織 

6-1-6 養育支援訪問 

主要施策６－２ ひとり親家庭への支援の充実 

6-2-1 ひとり親家庭相談 

6-2-2 ひとり親家庭への貸付制度 

6-2-3 家事支援の充実 

6-2-4 ひとり親家庭の団体活動の支援 

6-2-5 緊急保護体制の確保 

6-2-6 ひとり親家庭の家賃の助成 

6-2-7 児童扶養手当 

6-2-8 ひとり親家庭等児童の大学進学支度金 

6-2-9 ひとり親家庭の医療費の助成 

6-2-10 自立支援教育訓練給付金 

6-2-11 高等技能訓練促進費 

主要施策６－３ 障害のある子どもとその家庭への支援の充実 

6-3-1 相談体制の推進 

6-3-2 療育関係の施設の整備 

6-3-3 統合保育の推進 

6-3-4 発達支援指導 

6-3-5 知的障害児通園支援 

6-3-6 障害者医療費助成 

 

 

6-3-7 特別児童扶養手当 

6-3-8 就学相談 

6-3-9 特別支援教育 

6-3-10 保育所での統合保育 

6-3-11 障害児のための子どもの家の受入れ 

6-3-12 市民啓発 

6-3-13 児童居宅生活支援費 

6-3-14 障害児福祉手当 

6-3-15 障害者福祉手当 

6-3-16 障害者福祉タクシー利用料、福祉有償運送料金、

自動車燃料費助成 

6-3-17 障害児放課後・余暇支援 

6-3-19 発達支援システムネットワークの推進 

6-3-20 ５歳児すこやか相談 

6-3-21 障害児者への相談支援体制の推進 

6-3-22 知的障害児通園施設利用支援 

6-3-23 相談支援 

6-3-24 要保護幼児へのきめ細かな対応 

6-3-25 統合保育 

6-3-26 音楽で遊ぼう 

6-3-27 作って遊ぼうぐるるんぱ 

6-3-28 施設見学 

6-3-29 障害福祉相談員による相談 

6-3-30 プールであそぼう 

6-3-31 かまくらハイジの会 

 6-3-32 なみっ鼓 

6-3-33 チャレンジャー 

○6-3-34 体操教室（ムーブメント） 

 

基本目標５ 仕事と子育てが両立できるまちづくり 

 

基本目標６ 専門的な支援を利用しやすいまちづくり 
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協力／ 鎌倉市次世代育成支援対策協議会 

鎌倉市民憲章 
 

制定 昭和４８年１１月３日 

前 文  

鎌倉は、海と山の美しい自然環境とゆたかな歴史的遺産をもつ古都であり、 

わたくしたち市民のふるさとです。すでに平和都市であることを宣言したわた

くしたちは、平和を信条とし、世界の国々との友好に努めるとともに、わたく

したちの鎌倉がその風格を保ち、さらに高度の文化都市として発展することを

願い、ここに市民憲章を定めます。  

 

本 文  

１ わたくしたちは、お互いの友愛と連帯意識を深め、すすんで市政に参加し、 

住民自治を確立します。  

１ わたくしたちは、健康でゆたかな市民生活をより向上させるため、教育・ 

文化・福祉の充実に努めます。  

１ わたくしたちは、鎌倉の歴史的遺産と自然及び生活環境を破壊から守り、 

責任をもってこれを後世に伝えます。  

１ わたくしたちは、各地域それぞれの特性を生かし、調和と活力のあるまち 

づくりに努めます。  

１ わたくしたちは、鎌倉が世界の鎌倉であることを誇りとし、訪れる人々に 

良識と善意をもって接します。 

平和都市宣言 
 
われわれは、 

日本国憲法を貫く平和精神に基いて、 

核兵器の禁止と世界恒久平和の確立のために、 

全世界の人々と相協力してその実現を期する。 

多くの歴史的遺跡と文化的遺産を持つ鎌倉市は、 

ここに永久に平和都市であることを宣言する。 

昭和３３年８月１０日 

                鎌倉市   
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